
 

 

第 11 回 「国際交流拠点・品川」における 

高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議 

 
日時：2024 年６月 10 日（月）15:30※～16:30 

場所：Tokyo Yard Building 会議室 

※通常と開始時間、場所が異なりますのでご注意ください 

 

次 第 

【全体会】 

（１）  開会  

（２）  第 10 回（３月 12 日）有識者検討会議議事録確認 

 

 

【資料１】 

（３）  高輪築堤の保存・価値・継承のあり方を 

十分に踏まえたまちづくりについて 

・国際交流拠点・品川の実現に向けたステップ 

・品川開発プロジェクトにおける高輪築堤の価値の活か

し方（案）について 

 

【資料２】 

 

【参考資料１】 

【参考資料２】 

 

（４）  移築保存に係る考え方について 【資料３】 

 

（５）  TAKANAWA GATEWAY CITY 第Ⅱ期エリアの確認調査に

ついて【報告】 

【資料４】 

 

（６）  羽田空港アクセス線（仮称）における高輪築堤等の調査・

保存について 

【資料５】 

（７）  その他  

（８）  閉会  
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「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議

高輪築堤の保存・価値・継承のあり方を十分に踏まえたまちづくりについて

観
点

まちづくりのあり方
（「品川」というまちの特性と使命）

高輪築堤の価値のあり方
（文化財としての位置づけ）

高輪築堤の継承のあり方
（文化財の保存・公開方法）

こ
れ
ま
で
に
頂
戴
し
た
ご
意
見
（
第
⑥
回
～
第
⑩
回
）

【品川というまちの特性】

・品川は近接する羽田空港のさらなる国際化や、リニア中央新
幹線の発着駅になるなど、広域的拠点性が高まる稀有な場所。
（⑥）

・今後は東京駅よりも品川駅が、日本の玄関口としての重要性
を増していくのではないか。（⑥）

【品川のまちの使命】

・国家戦略特区として、今後の日本の発展のために極めて重要
で戦略的な場所である。（⑥）

・品川周辺のまちづくりは日本社会、経済の中で重要な意味を
持つ、時間をかけて進められた一大プロジェクトである。（⑥）

・地区一体のエリアマネジメントの仕組みづくりも考えられると
良い（⑦）

・品川の再開発に際して、国家戦略的な観点で日本の社会にお
いて意味のある機能や、都市にとって非常に重要な防災など
の公共性の高い機能を持たせていくことは重要である。（⑨）

（参考）
【国家戦略特別区域の定義】
・国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施するこ
とにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に
相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める
区域 （国家戦略特別区域法第２条）

【都市再生緊急整備地域の定義】
・都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ
重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める
地域 （都市再生特別措置法第２条）

【「史跡旧新橋停車場跡及び高輪築堤跡保存活用計画書」
における高輪築堤跡の本質的価値】

（国指定史跡としての本質的価値）

・史跡の本質的価値は世界遺産でいうOUV（Outstanding
Universal Value）にあたり、非常に重要である。保存活用計画と
この会議での議論内容は概ね整合しており、引続き連動してい
けると良い。（⑩）

・指定地だけが計画対象になっていないことが重要。指定地周
辺の地域を含めて計画対象区域を定めていることが特徴。
（⑩）

・指定地だけではなく幅広に捉えて、価値も含めていることが、
この保存活用計画の中心的な内容である。（⑩）

○日本近代化における重要な鉄道建設

・品川は東京の中心というわけではない。日本の近代化の出発
点として、築堤を絡めた街全体のストーリーをしっかりと構築
することが重要。（⑦）

・鉄道の世界遺産の一つである「三池炭鉱専用鉄道」は、産業革
命の大きなストーリーの中での位置付けとして選定されたもの
であって、土木構造物そのものとしての価値で選定されたもの
はない。高輪築堤についても我が国最初の鉄道という歴史的
価値が高いと思われるが、土木構造物としての価値は議論の
余地がある。（⑥）

・「三池炭鉱専用鉄道」は、一つのストーリーを繋ぐ「システムの
一つ」として鉄道も評価され、世界遺産に至ったというのが当
時の実情。（⑦）

・富岡製糸場は当時のものが全てそのまま残っている一方、鉄
道は29ｋｍの一部分しか残っていないところが大きな相違点
である。高輪築堤は皇居の石積みと比較しても、土木構造物と
して独自性や独特性があるとは考えにくく、むしろ鉄道システ
ムとして近代化に貢献した価値が高いと思われる。（⑧）

・日本の近代化の物語の中に高輪築堤がある、ということを未
来へ伝えて欲しい。全て残せなかったとしても、築堤の連続性
を都市景観のなかでランドスケープ等に活かすまちづくりが実
現できると良い。（⑥）

○新橋・横浜間以降、我が国鉄道網整備の基礎となった
路線

・石垣だけではなく、新橋～横浜間が日本の鉄道の出発点だと
いう事実により、高輪築堤の歴史的価値が更に高まる。（⑦）

・「150年前の史跡」というだけではなく、150年前から現在ま
での変遷と、現在から未来にどのようにつなげていくのか、俯
瞰する観点を持てると良い。（⑥）

【現地保存の考え方】

・基本的には現地保存が可能であれば最善だが、様々な状況も
あり、次善の策として移築保存も考えられる。（⑦）

・５・６街区は基本的に「現地保存ができるかどうか」というとこ
ろからの検討が必要。（⑨）

・どうしても現地に残せない場合は、移築も十分に有益である
と考えを変えていかねばならないと思う。移築後に世界遺産に
なった遺跡もある。但し、移築する際には復元が正確でなけれ
ば価値を損なう。（⑥）

・信号機土台部の移築については、近しい場所に移築する場合、
同じ場所に保存するよりは下がるものの、価値はある。（⑩）

・高輪築堤は土と石と木であり、信号機土台部は石だけの移築
のため、高輪築堤自体の移築とは呼べない。現地保存では断面
を見られないが、移築により内部構造などを見せることができ
るというのも一つの方法である。（⑩）

（参考） 高輪築堤の保存の方針
・確認された高輪築堤の遺構について、「希少性」「連続性」「遺
存度」「歴史的重層性」などの観点から、保存の方針を定めた。
（第2回高輪築堤調査・保存等検討委員会・資料２より）

・3街区の第７橋梁部（約80m分）及び2街区の公園部（約
40m分）の2箇所について現地保存、4街区の信号機土台部を
含む約30mは移築保存をしっかり行っている。（⑨）

【継承の考え方】

・史跡だけでもたくさんの価値が共存し、それらを全て保存す
るのは難しい。何を守り、未来に伝えるのかを示すことが答え
になると思う。（⑥）

・重要文化財は時代を代表する典型的なもの・特徴的なものが
選ばれて残されている。（⑥）

・都市部において全てを残すのは現実的ではない。世界遺産で
は「レプレゼンタティブ（代表性）」という考え方で、複数の類似
遺産がある場合は、最も典型的で保存の良いものを残してい
る。どこをどのような観点で選定して残せるものを残すのか、
価値の考えを整理することが望ましい。（⑧）

・文化財継承においては、モノだけでなく人も大事という考え
方になっている。価値を維持しつつ、人に楽しんでもらい、繰り
返し来てもらえる活用・展示が実現できると良い。（⑦）

・ハード（モノ）だけの保存では、限られた人だけにしかアピール
できないのではないか。ソフトとして、鉄道遺産の記憶なども
含めて価値を表現できる空間を作っていけると良いと思う。
（⑦）

【資料２】

これまでと今後の取組み
（活かしていくべきこと）

【これまでの取組み】

・保存活用計画のプレスを見たが、事
業者として現地保存や公開にしっかり
取り組んでいることが理解できた。
（⑥）

・品川駅を中心にしっかりした開発が
進められているなかで、文化遺産を保
存・活用する際に重要なことは、日本
の方だけではなく外国の方にも見ても
らうことではないか。（⑥）

・「外国の方も含めて多くの方に長く親
しみを持っていただける保存や展示を
考える」ことが大事で、引き続きその方
向での取組みをお願いしたい。（⑧）

・ プ レ ス発表されている様々な
TAKANAWA_GATEWAY_CITY を
拠点とした取組みは、大変印象的なも
ので素晴らしいと思う。（⑨）

⑥⇒ 第6回会議・2023年6月20日 ⑦⇒ 第7回会議・2023年8月22日
⑧⇒ 第8回会議・2023年10月23日 ⑨⇒ 第9回会議・2023年12月25日
⑩⇒ 第10回会議・2024年3月12日



「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議

高輪築堤の保存・価値・継承のあり方を十分に踏まえたまちづくりについて

観
点

まちづくりのあり方
（「品川」というまちの特性と使命）

高輪築堤の価値のあり方
（文化財としての位置づけ）

高輪築堤の継承のあり方
（文化財の保存・公開方法）

こ
れ
ま
で
に
頂
戴
し
た
ご
意
見
（
第
⑥
回
～
第
⑩
回
）

【品川のまちと高輪築堤の関係性】

・築堤出土以前から、品川の開発では「文化的公共空
間を作る」ことを検討していた。これに築堤を活かし、
品川全体の価値を高められるチャンスと捉えてほしい。
（⑦）

・築堤出土で付加価値が高まった文化創造棟の活用
によって、品川地区全体の価値を高めて、賑わいをも
たらしていけると良い。（⑦）

・国家戦略特区としての品川における開発の公益と、
文化財を守ることの公益の2つが存在する。この2つ
の公益を比較検討する必要があるため、事業者より
品川における開発から得られる利益、公益の説明を
頂きたい。（⑧）

・築堤を残す、残さないという対立議論ではなく、品
川全体で「継承と革新」を両立するためにどのような
工夫が必要か、という議論が必要ではないか。（⑧）

・「まちづくりと文化財のあり方」というテーマは、「文
化財の保存を十分に踏まえたうえでのまちづくりの
あり方」という方が相応しいのではないか。（⑧）

・開発と文化財の保護をいかに両立させるか、どのよ
うに考えていくのかについて、さらに具体的な計画を
提示してほしい。（⑨）

・単にJR東日本のプロジェクトというだけではなく、
日本にとってこの地区の開発が非常に大きな公益性
を持っている。文化財保護も公益目的で考えるべきで
あり、都市の開発も一企業の利益よりも社会の利益を
どう考えるかという観点で考える必要がある。（⑩）

・人が多く流れ界隈性を持った地域になることが重要。
高輪築堤は人の流れの中、歴史との接点という意味
で大きな意味と価値を持つ。地域史という観点も取り
込み、現代・近代・歴史が重なって実感されるような地
域づくりを念頭に置いてもらいたい。（⑩）

・これから先のまちづくりを考えていく上では歴史に
ついても踏まえていく必要がある。（⑩）

・文化の発信は多義的である。高輪築堤も、ただ過去
のものとするのではなく、過去から現在、未来に繋が
る文化として発信することが重要。（⑩）

○イギリス人技師の指導のもとに建設された鉄道
○鉄道技術向上の基礎となった新橋・横浜間建設
○西欧の鉄道技術と江戸時代以来の土木技術により造営
された築堤
○明治初期の土木技術を示す重要な遺構

・高輪築堤を含めた29㎞の鉄道はイギリスの技術と日本の技術
によって作られている点、イギリス人技術者が日本の技術者を育
成した点を十分に調査し、説明・展示等ができると良い。（⑥）

・イギリスの技術が日本に本格的に導入された例として、高輪築堤
の特徴のひとつであることに土木構造物としての価値があると考
える。現在の鉄道技術に至る歴史的な連続性にも価値があり、上
手く表現できると良い。（⑧）

・近代遺産として、産業遺産としての価値を整理のうえで、高輪築
堤のどのような価値を残すかが重要。現地保存をしている時点で、
土木構造物としての価値は尊重されている。（⑧）

・鉄道の歴史からすると、築堤という構造物に限定せずに、例えば
ダイヤを作成する技術からソフトまで、鉄道の仕組み全てを含め
て語ると良い。（⑥）

○海上に鉄道を走らせるために建設された鉄道敷

・新しく作られるもののなかに、ストーリーとして築堤があったと
いうことを上手く織り込んだデザインが望ましい。線路を遠くまで
見通せること、海上に線路が通っていたことがデザインとして重
要。「継承と革新」を表現してほしい。
（⑧）

・築堤開業当時の雰囲気がわかるここにしかないデザインであっ
てほしい。高輪築堤の錦絵は、ストリートファニチャーなどで工夫
して再現できるのではないか。海上築堤であったことも重要な記
憶の一つであり、それをどう表現するかの工夫があると良い。
（⑧）

○水運と陸運の結節点に建設された築堤の橋梁
○鉄道の建設から開業、複線化、３線化する路線の変遷を
たどることのできる遺構

・東海道との間をつなぐ南北の仕切堤があったことや、東海道側
に車町の河岸機能の維持のために第７橋梁を通舟できるよう作っ
た経緯から、鉄道史だけではなく、地域史においての意味もある。
（⑩）

・可能な範囲で現地保存のうえ公開する高輪築堤こそ本物である
と理解してもらうことや、その希少価値を提供し理解してもらうこ
とが望ましい。（⑦）

※「保存活用計画書」に記載の無い観点

・モノにまつわる記憶や自然景観等も含めて全体をいかに扱うか
を考える潮流になってきている。この動きの中で生まれてきたも
のに自然と文化を連携して考える文化的景観がある。（⑥）

【様々な継承方法】

・完全な保存が行えない場合も、残る記憶を建築・通路デザイン等で
表現することや、AR・ＶＲ等を活用した歴史を伝える空間作りが肝要。
（⑥）

・ARは考古学の遺跡でも使われる。例えば、4街区の弧を描く鉄道ら
しい風景や、発掘当時の現場状況等もARで再現して見られるように
できると良い。（⑨）

・展示や説明はARだけではなく、多様なソフトを組み合わせて、現場
でも対応できる工夫をしてほしい。（⑨）

・日本の近代化の物語の中に高輪築堤がある、ということを未来へ
伝えて欲しい。全て残せなかったとしても、築堤の連続性を都市景観
のなかでランドスケープ等に活かすまちづくりが実現できると良い。
（⑥）

・それぞれの街区をデザインで繋ぎ共有化する取組みとして、通り
（デッキ等）を活用して線的な施設があったことをデザインで可視化
したり、築堤があたかも地表に表出しているようなデザインの工夫を
したりして、文化的なアピールに繋げることが出来る。（⑦）

・日本初の鉄道に狭軌を採用した歴史的背景を様々な場所で語り、
床面のデザインにも活かしてほしい。できるだけ線路のデザイン上に
は物を置かない方が良い。（⑨）

・新しく作られるまちのなかに、ストーリーとして築堤があったというこ
とを上手く織り込んだデザインが望ましい。線路を遠くまで見通せるこ
と、海上に線路が通っていたことがデザインとして重要。「継承と革新」
を表現してほしい。（⑧）

・築堤開業当時の雰囲気がわかるここにしかないデザインであってほし
い。高輪築堤の錦絵は、ストリートファニチャーなどで工夫して再現でき
るのではないか。海上築堤であったことも重要な記憶の一つであり、そ
れをどう表現するかの工夫があると良い（⑧）

・4街区以外でも高輪築堤をリスペクトしたデザインを考えてほしい。
（⑧）

・訪れた人に「なるほど、このような表現もできるのね」と感じてもら
えることが、この場所をリスペクトすることになる。そのようなデザイ
ンは様々な方々に評価されるだろう。（⑧）

・ここを訪ねたら特別な場所だと想起できるデザインを検討してほし
い。どこにでもあるような情景では面白みがなく、誰も来ない場所に
なってしまう。（⑧）

・せっかく遺跡から発掘された石を床石等に転用しても、説明が無い
とそれが何か理解されにくい点が難しい。見た人に伝わる工夫が必
要である。（⑨）

・来場者が石の使われ方を見て、当時の石垣と思っていただけるか
が重要。（⑨）

・４街区と３街区の間の道路横断部の仕上げ等で、築堤が北側に繋が
るデザインができると良い。ストーリーを連続させるべく、敷地の外
の部分との調整や工夫をしてもらいたい。（⑩）

・仮囲いを使って何かを表現したり、プロジェクションマッピングを実
施するなど、上手く活用していけると良い。（⑩）

・発掘現場が今のまちにつながったということが分かるようにＡＲ等
で体験できると良い。（⑩）

【資料２】

これまでと今後の取組み
（活かしていくべきこと）

【今後の取組み】

・高輪では、ここが日本の近代化の出
発点であることを明示し、新橋～横浜
間における歴史の全体像を説明・展示
する方が、一般の方々の理解を得られ
るのではないか。（⑥⑦⑨）

・鉄道博物館や旧新橋停車場等と連携
した展示を行うことで、全体として理
解を深められるようにすると良い。
（⑥）

・錦絵を展示する際は、現在の位置を
示す解説があると良い。（⑧）

・誰もが愛せる、話ができる保存や展
示、賑わいづくりが重要。保存当初は
注力できても、50年、100年と継続的
に活用するのは大変。コミュニティ全
体が史跡を大切にする仕掛けづくりも
大切。（⑦）

・東京都や港区と相談し、発掘調査の
進捗を報告したい。（⑧）

・５・６街区は部分的な調査を実施中。
開業期の海側の石垣が１～４街区に比
べて非常に高い位置で確認され、遺存
状態が良いと想定される。（⑧⑨）

・５・６街区は基本的に「現地保存がで
きるかどうか」というところからの検
討が必要。（⑨）

・発掘調査の報告から５・６街区での築
堤の場所がほぼ確定してきており、１
～４街区とは異なって「築堤があるこ
と」を踏まえた基本計画ができるので
はないか。（⑨）

・国家戦略に相応しい将来の計画と、
歴史を継承する保存計画とのシナジー
を図る観点で、それらが十分に表現さ
れている説明ができると良い。（⑨）

・物語のスタートに築堤があったという
ことが今の開発に至っている。どうい
うデザインなら良いのか、しっかり検討
してもらいたい。（⑩）

・「これからの日本の成長を牽引する」
にあたり、産官学のうち、官の協力も
得ないといけない。港区だけではなく
東京都、日本政府に応援や協力をしっ
かり行ってもらいたい。（⑩）

⑥⇒ 第6回会議・2023年6月20日 ⑦⇒ 第7回会議・2023年8月22日
⑧⇒ 第8回会議・2023年10月23日 ⑨⇒ 第9回会議・2023年12月25日
⑩⇒ 第10回会議・2024年3月12日



国際交流拠点・品川の実現に向けたステップ 【参考資料１】

出典：「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014」概要版より
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品川駅東口地区

芝浦水再生センター地区
（都：下水道局）

NTT
街区

芝浦水再生センター
Ⅱ期開発

品川駅西口地区
（４丁目地区）

品川駅北東街区

東
西
自
由
通
路

品川駅

地下鉄南北線延伸

品川駅西口地区
（3丁目地区）

品川駅
北部駅改良

TAKANAWA GATEWAY CITY

泉岳寺駅地区

北口歩行
者広場

高輪ゲートウェイ駅

泉岳寺駅

環
４
延
伸
部

国道15号・品川駅西口駅前広場事業

品川駅東口地区

芝浦水再生センター地区
（都：下水道局）

芝浦水再生センター

品川駅西口地区
（４丁目地区）

東
西
自
由
通
路

品川駅

地下鉄南北線延伸

品川駅西口地区
（3丁目地区）

品川駅
北部駅改良

TAKANAWA GATEWAY CITY

泉岳寺駅地区

高輪ゲートウェイ駅

泉岳寺駅

環
状
第
４
号
線

国道15号・品川駅西口駅前広場事業

品川駅東口北地区

港南側地区

品川浦・旧東海道地区

北口歩行
者広場

国際交流拠点・品川の実現に向けたステップ

国道１５号・品川駅西口駅前広場整備
東京メトロ南北線延伸
第二東西連絡道路 完成
品川駅北口駅改良・駅ビル整備完了
品川駅街区地区 竣工
移築保存箇所（信号機土台部）公開
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業竣工

品川駅西口地区 竣工
京急線連続立体交差事業の完了

京急品川駅地平化完了
環状第4号線（一部区間）開通
品川駅北口駅改良（北口改札整備）
高輪築堤跡現地保存箇所公開

TAKANAWA GATEWAY CITY １～３街区開業

TAKANAWA GATEWAY CITY まちびらき
高輪ゲートウェイ駅周辺エリア開業

品川駅街区地区高輪築堤跡現地保存箇所公開

2024年度

2025年度

2027年度

2030年度以降

国際交流拠点・品川
の実現

出典：品川駅 えきまちガイドライン 創造編 2023

高輪築堤跡保存活用
計画計画対象範囲

凡例

【参考資料１】

国道１５号・品川駅西口駅前広場整備

高輪ゲートウェイ駅開業
2020年

出典：国道１５号品川駅西口駅前広場の民間公募に
向けたマーケットサウンディング事業計画書

品川駅東口北地区

出典：東京都建設局 京浜急行本線（泉岳寺駅～
新馬場駅間）連続立体交差事業

京急線連続立体交差事業
定点撮影写真 令和６年２月撮影

2



■現在検討中の高輪築堤跡の展示活用計画について （参考資料２）

■TAKANAWA GATEWAY CITYおよび周辺施設を活用した高輪築堤跡の展示について

イギリス×日本の
技術の融合

高輪築堤跡の史跡指定地2カ所は近隣に整備する建物等を活用し、展示スペースを整備する。
常時展示スペースは現存遺構の保存展示と近接するため、展示解説機能、体験学習機能、情報発信機能、案内機能を設けるとともに、展示内容の連動など一体的な活用を行う。

高輪築堤・鉄道建設がイギリスの技術と日本の技術の融合により実現したこと、新橋～横浜間の約29㎞の区間におけるわが国で初めての鉄道開業がもたらした技術革新への影響
や鉄道網の発展による近代化の歴史等について、展示スペースにてさまざまな手法にて展示・活用を行うことで、多角的な観点より高輪築堤跡について理解を深めて頂く。

公園

①
②

④

⑤

⑥

⑥

現地案内機能

③
【凡例】 :史跡指定地 :記録保存

：移築公開

まちのシンボルとして広場に

信号機を復元し展示コンテンツとして活用

＋

（高輪ゲートウェイ駅、泉岳寺駅）

【③信号機土台部】移築公開

【⑥駅前案内機能】【①第７橋梁部】現地公開

象徴的な風景を現地で直接見る場
（日本の鉄道史、近代化歴史）

展示案内
展示展示

展示体験

展示展示

鉄道史

（鉄道発展のあゆみ）

他地域との関わり
（新橋ー横浜間の
29kmについて）

2027年2027

年度

203３

年度以降

＋

(公園地下 約３００㎡）

新東海道プロムナード
における築堤の歴史を
感じさせるAR体験施設
や築堤石をランドスケー
プとして活用する

【⑤築堤石を活用したランドスケープ・

体験学習機能】

水面からの特別な眺め、
Miceの会場としても活用

【②公園部】現地公開

公園のなかで築堤を身近に感じる

展示スペース

展示展示

展示体験

展示展示

展示体験

日本各地の魅力や
高輪築堤、地域の
魅力等の情報発信

【④情報発信施設】

展示情報

（約300㎡）

2027

年度

2024

年度

2030

年度以降

※詳細検討中

取扱注意

※現在検討中のイメージであり、今後変更する可能性がございます。

展示スペース
（複合棟Ⅱ1階 約200㎡）

鉄道はじまりの

「２９ｋｍ史」を紹介

高輪地域以外の周辺鉄道関連展示
施設との連携も踏まえた展示計画

(1)鉄道博物館（鉄道特化の博物館）
展示展示

展示体験

【鉄道歴史関連施設（開業済）】

横浜を中心とした、
新橋～横浜間約29
㎞の歴史展示

(２)旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 （史跡、展示施設）

(3) 旧横濱鉄道歴史展示（桜木町）

【新橋～横浜間約29ｋｍの鉄道開業の歴史】

出典： tactilestudio 
https://tactilestudio.us/

出典：ロマンスカーミュージアム
https://www.odakyu.jp/romancecarmuseum/floor/diorama-park/

文化財
（保存とJRの取組み）

近代の産業
（鉄道発展の歩み）

人物
（開業を支えた人々）

明治という
時代背景

人物
（開業を支えた人々）

地域史
（歴史）

文化財
（保存とJRの取組み）

技術
（土木・鉄道建設）

文化財
（保存とJRの取組み）



【資料３】 

移築保存に係る考え方について 

 

 
○第 10 回有識者検討会議 

 

 第 7 橋梁部と公園部は現地保存、信号機土台部は移築保存を進める。 

現地保存する 2 か所は史跡指定されているが、信号機土台部は指定対象外。 

  →移築保存する信号機土台部の価値や継承のあり方についての議論と 

なり、標題についての問題提起をいただいた。 

 

 
○移築保存に係る考え方について 

信号機土台部移築のパターン 

  ①：石のみの移築の場合（今回のケース） 

  ②：石・土層・杭も含めた移築の場合 

  ③：②に加え、仮に信号機本体が残っており、一緒に移築した場合 
 

《主な論点》  
 ◆移築保存する場合の文化財としての価値の評価について。 

 

 ◆移築保存する信号機土台部の価値を継承するために、史跡指定により 

保護対象とできる可能性について。 

国指定の史跡としての保護が困難である場合、例えば、東京都や港区に 

より史跡指定できる可能性について。 

 

◆移築保存される信号機土台部の価値を継承するために、重要文化財 

（建造物）指定により保護対象とできる可能性について。 

重要文化財（建造物）としての保護が困難である場合、例えば、東京都や

港区により有形文化財（建造物）指定できる可能性について。 



2020年 11月９日 

 

高輪築堤の保存の方針について 

 

 高輪築堤調査・保存等委員会委員は、２街区、３街区で確認された高輪築堤の遺構について、

東京都教育庁および港区教育員会の同席のもとで検討を行った結果、下記のような保存の方針

を提案する。なお、ここでは第１回検討委員会での議論を踏まえ、「保存」を「現地保存」、「移

築保存」「記録保存」に区分している。 

 

記 

 

１．確認された第７橋梁を含む高輪築堤の遺構は、国指定の史跡「旧新橋停車場跡」と一連の 

ものであり、文化財的価値がきわめて高いことはいうまでもない。日本の近代化土木遺産を 

代表する遺跡であり、わが国の近代史、鉄道史、土木史上重要な位置を占めている。また、 

東京や高輪の地域史を考える上でも貴重な遺跡である。 

 

２．確認された高輪築堤の遺構について、「希少性」「連続性」「遺存度」「歴史的重層性」など 

 の観点から、保存の方針を次のように定めた。 

 

３．第７橋梁橋台部約 20ｍとそれにつながる南北の築堤部各約 30ｍ、合わせて約 80ｍの遺構 

を「現地保存」とする。第７橋梁橋台部は今後同種のものが発見される可能性がない、きわ 

めて「希少性」が高い遺構である。橋台部から築堤部への「連続性」が良好に認められると 

とともに、鉄道創業時の遺構を良く残し、「遺存度」も非常に良い。また、鉄道創業時から現 

代の京浜東北線に至る、日本の鉄道の「歴史的重層性」を示すものである。 

 

４．「移築保存」については、今後「記録保存」の調査を行っていく中で、移築保存するべき遺 

構を検討することにする。基本的に「移築保存」は、発掘調査によって得られた成果に基づ 

いて、移築した遺構を展示・解説することが必要である。 

 

５．「記録保存」については、上記「現地保存」を除く部分を対象とする。第２東西連絡道路部 

の築堤部の調査、および第２・３街区の遺構の検出調査によって、第７橋梁を含む高輪築堤 

の複雑な遺構の状況が明らかになってきている。「記録保存」の調査方法については、その知 

見を踏まえて詳細かつ慎重な調査を行う必要がある。 

 

以上 

 

資料２ 

（参考：第2回 高輪築堤調査・保存等検討委員会資料より）



品川駅西口地区
地区計画

港南一丁目地区
地区計画

品川駅東口地区
地区計画

三田三・
四丁目地区
地区計画

N

泉岳寺駅

高輪ゲートウェイ駅

京急線

品川駅

１街区

2街区

3街区

4街区

5街区
6街区

泉岳寺地区
地区計画

北街区 南街区

TA K ANAW A GA TE WA Y C I TYTA K ANAW A GA TE WA Y C I TY

リニア中央新幹線品川駅

東京メトロ南北線の分岐線
（品川～白金高輪） 国道15号 品川駅西口基盤整備
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